
 

 
 

 

 

令和６年４月、５月の奨学金振込日は、以下のとお

り、通常の振込日（原則として毎月 11日）とは異なりま

すので、お知らせします。 

なお、入金は必ず通帳記入するなどして、毎月確認し

てください。 

 

  

 

 

※その他の月の振込日は、原則として毎月１１日です  

が、１１日が土・日・祝日にあたる場合は、その前営業

日に振り込まれます。 

※３月下旬に奨学金の「廃止該当予定者」である旨 

通知があった人には、振込はありません。 

 

令和６年４月１日  学生生活支援課 

4月分→

5月分→  


